
令和７年５月２６日より前に着工している

盛土等については届出が必要です

①届出対象工事

＜宅地造成（盛土・切土）＞ ＜土石の堆積（一時堆積）＞

➊盛土で高さ
が１ｍ超の崖
を生じるもの

➋切土で高さ
が２ｍ超の崖
が生じるもの

➌盛土と切土を同
時に行い、高さが
２ｍ超の崖を生じ
るもの（①、②を除

く）

➍盛土で高さが
２ｍ超となるも
の（①、③を除く）

➎盛土又は切土を
する土地の面積が
５００㎡超となる
もの（①～④を除く）

➏最大時に堆積す

る高さが２ｍ超か

つ面積が３００㎡
超となるもの

➐最大時に堆
積する面積が
５００㎡超と
なるもの

面積300㎡超
面積500㎡超

(盛土又は切土のみの場合も含む)(崖を生じないもの)
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提出期間：令和７年５月２６日～令和７年６月１６日

5月26日以降に着工する場合は許可申請が必要です。

②届出・許可スケジュール

連絡先
越谷市役所 都市整備部 開発指導課 TEL048-963-9234

開発許可
宅地造成工事
土石の堆積

開発許可
宅地造成工事
土石の堆積

工事着手

工事着手

工事着手

開発許可

宅地造成工事
土石の堆積

工事着手

5月26日

※届出が提出された工事は、市のホームページにて場所等を公表します。
※届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合には罰則が科される場合があります。
※令和７年５月２６日以降に工事着手する場合は、越谷市まちの整備に関する条例に基づく
手続きが必要となります。

本市では令和７年５月２６日に、市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定する予

定です。

  規制区域の指定日より前に着工された工事については、令和７年５月２６日

から令和７年６月１６日までに盛土規制法に基づく届出の提出が必要となります。

区域指定日から２１日以内に

届出が必要

工事着手までに盛土規制法の

許可が必要

盛土規制法のみなし許可に

該当するので許可申請不要

工事着手までに盛土規制法の

許可が必要
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